
区側資料 

特別区の区域のあり方に関する都からの質問事項に関連する「参考論点」抜粋 

都からの質問事項 
都からの質問事項に関連する参考論点 

（第８回幹事会の区側資料「特別区の区域のあり方に関する参考論点」より抜粋）

「大都市地域の中の基

礎自治体のあり方と一

般的な地域の再編問

題」とでは、具体的に

どこがどのように異な

ると考えているのかを

明らかにされたい。 

＜特別区制度の特殊性について＞ 
・そもそも特別区の区域は、ひとつの大都市地域を単一の基礎自治

体で担うことが困難であることから、住民自治の観点を重視して

複数の基礎自治体をおいているのであり、規模を拡大して身近な

自治を地域内分権に委ねることは、制度的に複雑化を招くのでは

ないか。 

特別区の規模の上・下

限やバラつきについ

て、区側の見解をお聞

きしたい。 

＜行財政基盤と区域の関係について＞ 
・必ずしも自治体の規模の大小が行財政基盤の強弱に直接結びつく

わけではないのではないか。 
・自治体の規模拡大によらずとも自治体間の連携や相互補完で対応

できるのではないか。 
・特別区は、一定の行財政基盤があり、都区財政調整による財源の

均衡化も含めて考えれば、現状においてもより多くの行政を担い

うる能力を持っているのではないか。 

＜区域を越える課題への対応について＞ 
・特別区は、人事行政、福祉事業、清掃事業等の分野で、事務の共

同処理や連携により、広域的対応を進めてきた蓄積があり、再編

によらずとも区域を越える課題にも対応できるのではないか。 

＜自治体の規模、面積等について＞ 
・人口規模や財政規模について、合併を必然とするほどの格差があ

るとは言えないのではないか。 
・都区制度のもとでの再編を行ったとしても、政令指定都市制度が

適用されるわけでもなく、大規模化することのメリットは無いの

ではないか。 

日常生活圏が特別区の

規模の指標にならない

とすれば、これに替わ

るものとしてどのよう

な指標があるか、お示

し願いたい。 

＜区域問題の性格について＞ 
・２３区それぞれ態様も事情も異なり、考え方や地域性もさまざま

であるので、一律に区域の再編を議論することはできないのでは

ないか。 
＜行政改革と区域との関係について＞ 

・区域の再編は、費用面での効率性だけではなく、自治体における

意思決定が適切に行えるかどうか、行政サービスの向上に結びつ

くかどうかという視点も合わせて考えるべきではないか。 

 

1



参 考 

特別区の区域のあり方に関する主要論点 

～第８回幹事会区側資料「特別区の区域のあり方に関する参考論点」から抜粋～ 

 

○ 区域のあり方については、各区が主体的に判断すべき問題であり、都が示す考え

方を参考に議論はするとしても、23 区が一致した見解を持つのは困難ではないか。 

○ 特別区は、一定の規模や行財政能力を有しており、都区財政調整制度による財源 

の均衡化も含めて考えれば、今後の分権改革の中で基礎自治体に期待される役割

を担えるだけの受け皿を持っており、通常言われている合併のメリットは働きに

くいのではないか。 

○ 基礎自治体の行政は、住民の身近なところでより多くのサービスを効率的に提供

することが基本であり、行財政運営の創意工夫や自治体間の相互補完、民間活動

との連携等の方策も含めれば、区域の再編が不可欠とは言えないのではないか。 

○ 現状において、特別区の区域再編を行わなければならないほどの積極的な事情は

ないので、今後事務事業の大幅な移管を検討していった先に、その受け皿として

必要があれば、それぞれの区の判断で、区域の再編を検討することになるのでは

ないか。 

○ 区域の再編は、費用面での効率性だけではなく、自治体における意思決定が適切

に行えるかどうか、行政サービスの向上に結びつくかどうかという視点も合わせ

て考えるべきではないか。 

○ 人口や財政力の格差や日常生活圏域と区域の不一致が存在することと、実際に生

活している区民・都民がそれを不適切なものだと意識しているかどうかは一致し

ないのではないか。 

○ そもそも特別区の区域は、ひとつの大都市地域を単一の基礎自治体で担うことが

困難であることから、住民自治の観点を重視して複数の基礎自治体をおいている

のであり、規模を拡大して身近な自治を地域内分権に委ねることは、制度的に複

雑化を招くのではないか。 

○ 特別区は、人事行政、福祉事業、清掃事業等の分野で、事務の共同処理や連携に

より、広域的対応を進めてきた蓄積があり、再編によらずとも区域を越える課題

にも対応できるのではないか。 

○ 現状で事務、財源上の桎梏となる問題はなく、行財政改革を継続して進めていく

ことにより、持続的に効率的な行政執行が可能なのではないか。 

○ 区域の再編が必要であるというのであれば、再編の一般的なメリットの議論では

なく、道州制等の議論も含めて将来の東京を考えたときに、東京の自治をもっと

前進させるためにどのような基礎的自治体の姿が必要なのかを、具体的に示すべ

きではないか。 

○ 生活圏に比べて区域が狭いと言っても、特別区だけの問題ではなく、東京圏全体

の問題であり、生活圏と行政区域を一致させるとすれば、基礎自治体の再編より

も広域自治体のあり方を議論すべきではないか。 
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参 考 
 

地方分権改革推進委員会で示された基礎自治体のあり方に関する考え方 

～「中間的なとりまとめ」（平成 19 年 11 月 16 日）から抜粋～ 

 

３ 地方分権改革における基本姿勢の明確化 

（２）「地方が主役の国づくり」に向けた取組み 

（行政の総合性の確保） 

国と地方、広域自治体と基礎自治体の役割分担において、基礎自治体に事務事業

を優先的に配分することは、地方分権改革の基本原則である。この「基礎自治体優

先」の基本原則のもとで、基礎自治体が地域における総合行政を担い、地域が自ら

行政サービスの範囲と内容、提供方法を決定し、縦割りで使い勝手の悪い分断され

た行政サービスの体系を住民ニーズに合わせて柔軟に変更・統合することができる

仕組みづくりが必要である。このような仕組みにより、地方政府が担う行政の総合

性を実質的に確保することが重要である。 

規模や地理的条件等の事情が異なる個々の地方自治体が、地域の行政を総合的に実

施する役割を担うことができるよう「自立と連帯」の基本原則にしたがい、コミュ

ニティやパートナーシップの活用、民間化なども含めた自らの体制強化、合併、広

域連合の形成、広域自治体への委託など総合性を担保するための手段を自主的に選

択することが重要であり、そのための制度の充実をはかる必要がある。 

 

６ 分権型社会への転換に向けた行政体制 

（１）広域連携の拡充 

基礎自治体優先の原則は、国と地方の役割分担、広域自治体と基礎自治体の役割分

担において、基礎自治体が最優先に役割を担うことを意味する。現在推進されてい

る「平成の大合併」は、こうした役割を担うことができる基礎自治体を整備しよう

とするものである。そのうえで、自ら担うことが難しい場合やあるいは複数の地方

自治体間で協力し担うことがより効率的かつ質的向上にも資すると判断する場合に

は、広域連合など多様な連携の形態を積極的に導入できるようにすることも必要で

ある。 

限界集落、過疎、離島などの問題が深刻化するなかで、基礎自治体が自ら担う事

務事業を選択できる仕組みが地方自治においては必要である。そして、単独の基礎

自治体が自ら担えない事務事業は、周辺の基礎自治体と連携して担う広域連合等水

平的補完、あるいは都道府県が担う垂直的補完の仕組みの充実をはかることが必要

である。その際、権限・財源の移譲も含め広域連携等のいっそうの充実・活用をは

かることを検討すべきではないか。 

「基本的な考え方」でも既に示したように、「地方が主役」とは、地方が総体と

して国から自立するとともに、各地域が相互に連帯しつつ個々に自立している姿を

意味する。その連帯において、広域連携の充実は重要な課題と考える。 
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